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福島県総合計画の進行管理に関する意見書 

本審議会において、福島県総合計画の進行管理について審議を行った結果、下

記のとおり意見をとりまとめましたので、本審議会条例第８条の規定に基づき

提言します。  

なお、県におかれましては、本審議会の意見を尊重した対応方針を決定される

とともに、今後の施策の推進に活かされることを要望します。 

記 

［提言］ 

令和４年度からスタートした総合計画の初年度の進行管理による評価が初め

て実施されたところだが、この１年の間にも、自然災害や長引くコロナ禍に加え、

原油高や物価高など、本県を取り巻く情勢は日々変化し続けている。 

東日本大震災・原発事故から１２年余りが経過したが、本県の復興は途上であ

り、被災者の生活再建や生業の再生、産業振興・新産業の創出、風評・風化対策

など、未だ多くの課題が残されている。 

他方で、少子高齢化と人口減少が急速に進む中、地方創生をはじめとした持

続可能で豊かなふくしまの実現に向け、具体的な対応策を積極的に講じていく

ことが求められている。 

震災からの復興・再生や地方創生の取組を進めるためには、特に、移住・定

住に関する取組が重要である。そのため、子どもの頃から生まれ育った地域へ

の愛着・誇りを育むことや、多様性や包摂性を尊重しながら県民が安心して住

み・暮らし・働ける環境づくりを一層推進するなど、様々な取組を進めていく

必要がある。 

施策の推進に当たっては、事業の実効性を高めるため、課室、部局単位のマネ

ジメントの強化や、部局間の積極的な連携に努めつつ、評価・分析を踏まえた事

業の改善に不断に取り組んでいくことが重要である。加えて、社会情勢の変化な

どを踏まえ、政策や施策の状況をより的確に示す指標の見直しや追加など柔軟



に対応し、県の取組の成果が県民の幸せにつながっていると実感できるような

県民に分かりやすい情報発信に取り組むべきである。その際、以下の点に留意さ

れたい。 

 

１ ひと分野に関すること 

 ○ 全国に誇れる健康長寿県へ 

  ・ 高齢者が健康でいきいきと活躍できる場の充実や介護予防に取り組む 

市町村に対する支援の充実 

  ・ 被災者の心身の健康を守るための継続的な支援 

 ○ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる環境づくり 

  ・ 誰もが安心して妊娠・出産に臨むことのできる環境の整備 

  ・ 子育てに前向きなイメージを持てるような機運の醸成と支援の充実 

  ・ 医療的ケア児の支援体制の拡充と保育所の専門的人材の確保・育成 

  ・ 結婚・出産後も働きながら子育てができる環境づくり 

○ 「福島ならでは」の教育の充実 

  ・ 変化の激しい社会にも対応できる資質・能力の育成及び学力の向上 

  ・ 震災の教訓を踏まえた「福島ならでは」の教育の全県的な展開 

  ・ 幼少期からはじめる、福島に愛着・誇りを持つことができるキャリア 

教育の推進 

  ・ 地域と一体となった子どもの学習活動・交流活動の推進 

 ○ 誰もがいきいきと暮らせる県づくり 

  ・ 誰もがいきいきとした人生を享受することができる共生社会の実現 

 ○ 福島への新しい人の流れづくり 

  ・ 福島と関わる多彩な機会の提供による関係人口の創出・拡大 

  ・ 若者の価値観や移住希望者の視点に沿った情報発信・支援策の充実 

  ・ 移住後の定住支援や子育て世帯など多様なニーズに応じた受入体制の

充実 

２ 暮らし分野に関すること 

 ○ 東日本大震災・原子力災害からの復興・再生 

  ・ 避難解除等区域における生活環境整備の更なる推進 

 ○ 災害に強く治安が確保されている安全・安心な県づくり 

   ・ あらゆる災害に備えた、強く、しなやかな地域づくり 

 ○ 安心の医療、介護・福祉提供体制の整備 

 ・ 地域住民が安心して暮らし続けられる医療、介護・福祉サービスの 



提供 

 ・ 地域保健ニーズに対応する医療、介護・福祉人材の確保 

 ○ 過疎・中山間地域の持続的な発展 

  ・ 過疎・中山間地域を支えるひとの確保と持続的な発展の支援 

  ・ 地域の実情を踏まえた持続可能な地域産業の振興 

 ○ ふれあいと親しみのある魅力あふれる県づくり 

  ・ 多様な主体が担い手となれるまちづくりの推進 

  ・ 県民生活の質の向上に資するＤＸの推進 

３ しごと分野に関すること 

 ○ 地域産業の持続的発展 

  ・ 立地企業の雇用の確保と本県の強みを活かした戦略的な企業誘致の 

展開 

  ・ 地元中小企業のニーズに応じた経営基盤強化のための支援の充実 

  ・ 海外における県産品の販路拡大の更なる推進 

 ○ 福島イノベーション・コースト構想の推進 

  ・ 福島イノベーション・コースト構想の実現に向けた地元企業の技術力

の向上と参画機会の拡大 

  ・ Ｆ-ＲＥＩの設置効果が地域に裨益するよう、Ｆ-ＲＥＩや地域の関係

主体との連携の推進 

 ○ もうかる農林水産業の実現 

  ・ 農林水産業の多様な担い手の確保・育成と地域の実情に即した技術・ 

経営支援策の展開 

 ○ 魅力を最大限いかした観光・交流の促進 

  ・ 地域が主体的に取り組む観光コンテンツ造成に向けた支援の強化 

  ・ 関係機関等と連携した多様な切り口からの教育旅行の誘致 

  ・ 広域的な周遊ルートの発信と連携体制の強化 

 ○ 福島の産業を支える人材の確保・育成 

  ・ 若者等の県内還流・定着に向けた就職支援 

  ・ ワーク・ライフ・バランスに配慮した労働環境の整備や女性活躍のた 

めの働きやすい職場環境づくり 

  ・ 就労を希望する多様な人材に対するきめ細かなマッチング支援 

 


